


まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和５管理年度（令和５年 7 月１日から令和６
年 6 月 30 日までの期間をいう。）における漁業法第 16 条第１項に掲げる知事管理漁獲可
能量を次のとおり定めたので、同条第４項の規定に基づき公表する。 

令和５年 7 月 1 日 
                             神奈川県知事 黒岩祐治 
 
第一 まさば及びごまさば太平洋系群 
 １ 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量 
   現行水準 

２ 知事管理区分に配分する数量 

 

 

 

知事管理区分 配分する数量 
神奈川県まさば及びごまさば漁業 現行水準 
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 ５水管第 325 号                

令和５年４月 26 日 

  神奈川県知事 殿 

 

                                     農林水産大臣 野村 哲郎 

 

まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東

シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、

ずわいがに日本海系群Ｂ海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわ

いがにオホーツク海南部に関する令和５管理年度における都道府県別

漁獲可能量の当初配分の通知 

 

  まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海

系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、ずわいがに日

本海系群Ｂ海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南

部に関する令和５管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分について、

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、下記の表の

とおり都道府県別漁獲可能量を定めたので、同条第４項の規定に基づき、通知い

たします。 

記 

令和５管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分 

特定水産資源 

定めようとしてい

る都道府県別漁獲

可能量（トン） 

基本シェア（％） 
現行水準の場合の

目安数量（トン） 

まさば及びごまさ

ば太平洋系群 
現行水準 0.53% 2,162 

まさば対馬暖流系

群及びごまさば東

シナ海系群 

   

ずわいがに太平洋

北部系群 
   

ずわいがに日本海

系群Ａ海域 
   

ずわいがに日本海

系群Ｂ海域 
   

ずわいがに北海道

西部系群 
   

ずわいがにオホー

ツク海南部 
   

（注記）基本シェアの算定期間（平成 29 年から令和元年）の漁獲実績が１トン

未満の場合は、配分の対象としない 
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参考 

表１ まさば及びごまさばの月別漁獲量推移        

縦軸：漁獲量（t）、横軸：月 
-〇- 令和３管理年度 
-●- 令和４管理年度 

 
 
 
 
 
 

 
 
表２ まさば及びごまさばの累積漁獲量推移 
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